
議案第４号 

 

北本市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正に

ついて 

 

 北本市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

 

 

  令和８年１月３０日 提出 

 

 

北本市長 三 宮 幸 雄     

 

 

北本市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する

条例 

 

第１条 北本市会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年条例

第１９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１０項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．

５」に改め、同条第１４項中「１００分の１０５」を「１００分の１

０７．５」に改める。 

第２条 北本市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条第１０項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．

２５」に改め、同条第１４項中「１００分の１０７．５」を「１００

分の１０６．２５」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 



１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令

和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の北本市会計年度任用職員の報酬等に関

する条例（以下「第１条改正後の報酬等条例」という。）の規定は、

令和７年１２月１日から適用する。 

 （期末手当及び勤勉手当の内払） 

３ 第１条改正後の報酬等条例の規定を適用する場合には、第１条の規

定による改正前の北本市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の規

定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、第１条改正後の報

酬等条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。 

 （委任） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 


